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平成 29年度 小・中学校等「学校訪問指導」実施要項 

隠岐教育事務所 

 

１ 趣 旨 

   島根県教育委員会の『教育行政の重点施策』、隠岐教育事務所の『管内学校教育の重点』を踏まえ、

各学校の当面する教育課題に対して指導及び助言を行い、学校教育の一層の充実と推進を図る。 

 

２ 目 的 

   学習指導要領、第２期しまね教育ビジョン 21、各市町村教育委員会の教育方針を踏まえた学校運営、

教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導・助言等を行う。 

 

３ 種 類 

 Ⅰ 計画学校訪問指導 

◯各校の教育課程の管理、実態や要望を把握し、それらに応じた指導・助言等を行う 

 Ⅱ 特別支援教育に係る学校訪問指導 

  ◯各校の特別支援教育の実態や要望を把握し、それらに応じた指導・助言等を行う 

 Ⅲ 生徒指導に係る学校訪問指導 

  ◯各校の生徒指導の実態や要望を把握し、それらに応じた指導・助言等を行う 

 Ⅳ 申請学校訪問指導 

◯学校や教育団体等の申請に基づき、教科等における指導力向上、生徒指導、特別支援教育、人権・同

和教育、キャリア教育、情報教育、健康教育、学校図書館活用教育、ふるさと教育、指定事業等に係

る指導・助言等を行う 

Ⅴ 継続型学校訪問指導 

  ◯学校の申請に基づき、年間を通して、学力育成、授業改善、校内研究等を推進する学校の主体的・自

主的な取組の継続的な支援等を行う 

Ⅵ 初任者研修等学校訪問指導 

 〇初任者やフォローアップ研修対象者の状況を把握し、授業力向上の支援等を行う 

Ⅶ 新任講師等学校訪問指導 

  ◯新任講師を中心に、講師の状況を把握し、授業力向上の支援等を行う 

  

４ 指導・助言等をする事項 

（１）学校運営の改善、評価等に関すること 

（２）教育課程の編成・実施・評価、学習指導の工夫・改善・評価、教育研究の立案・実施・評価に関する

こと 

（３）県教育委員会の指導方針等の周知に関すること 

（４）学校における教育上の課題及び実態把握に関すること 

（５）学校教育その他、教育問題にかかわる情報の交換に関すること 

（６）その他、義務教育全般の充実・発展に関すること 
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５ 内容と留意事項等 

 

 Ⅰ 計画学校訪問指導 

対 象 全小中学校 

回 数 １学期１回  ２、３学期で１回 （年間２回程度） 

留意事項等 

・各学校の全学級の授業を参観する。 

・時間設定（開始時刻と終了時刻程度）は学校が決定し、２週間前までに担当指導主事

（教育事務所と町村教育委員会）に電話等で連絡する。 

・教科等は学校が決定し、様式１を１週間前までに担当指導主事（教育事務所と町村教

育委員会）にＦＡＸ等で送付する。 

・学習指導案の提出は求めない。 

・学校の取組等の説明を管理職、教務主任、研究主任等のいずれかの担当者に求める。 

・派遣指導主事と教育事務所の学力担当指導主事が訪問する。 

・１学期は、可能な限りⅢ（生徒指導）の訪問指導と兼ねる。 

・Ⅳ（申請）を兼ねてもよい。その際には様式２または３を提出する。 

・平成 29年度様式のデータは、隠岐教育事務所のＨＰに掲載。 

 

 

Ⅱ 特別支援教育に係る学校訪問指導 

対 象 全小中学校 

回 数 １、２学期は１回ずつ  ３学期は必要に応じて 

留意事項等 

・時間設定等は、各校の特別支援教育担当者と特別支援教育担当指導主事の協議の上、

決定する。 

・以下の内容を原則とする。 

  〇特別支援学級の授業参観（原則として「教科等を合わせた指導」か「自立活動」） 

  〇通常の学級の授業参観（特別な支援の必要な児童生徒の様子） 

  〇特別支援学級担任・通級担当との面談（１時間程度） 

  〇特別支援教育コーディネーターとの面談（１時間程度） 

・個別の教育支援計画又は個別の指導計画の提示（作成途中であれば昨年度のものも可）

を求める。 

・特別支援学級を新設した学校や新任の特別支援学級の担任がいる学校には、別途早い

時期に実施する。 

・各校の特別支援教育担当者は、可能な限り近隣の学校（島前地区、島後地区）の特別

支援教育担当者にも参加を呼びかけ、互いの研修機会の確保に努める。 

・研究授業（通常の学級も含めて）や校内研修を兼ねてもよい。 

・Ⅳ（申請）を兼ねてもよい。その際には様式２または３を提出する。 

 

 

Ⅲ 生徒指導に係る学校訪問指導 

対 象 全小中学校 

回 数 １、２学期は１回ずつ  ３学期は必要に応じて 

留意事項等 

・１学期は、できるだけⅠ（計画）と兼ねる。 

・２学期以降の時間設定等は、各校の生徒指導主任等と生徒指導担当指導主事の協議の

上、決定する。 
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 Ⅳ 申請学校訪問指導 

対 象 希望する学校  希望する郡教研の教科部会や専門部会 等 

回 数 希望する回数 

留意事項等 

・希望する学校や教育団体は、事前に申請する旨を教育事務所に連絡した上で、研究授

業を伴う場合は様式２を、研究授業を伴わない場合は様式３をすみやかに提出する。 

・教育庁各課や教育センターの指導主事、社会教育主事を要請することができる。その

場合には、教育事務所を経由して申請し、当日は教育事務所の指導主事も同行する。 

・研究授業が設定されている場合には、学習指導案を１週間前までに担当する指導主事

それぞれに送付する。その授業で使用する教材、資料等も添付する。 

・原則として年度当初の申請に基づいて訪問する。また、年度途中の申請についても可

能な限り対応する。 

・様式２及び様式３のデータは、隠岐教育事務所のＨＰに掲載。 

 

Ⅴ 継続型学校訪問指導 

対 象 希望する学校 

回 数 学校の計画に基づく（年間を通して複数回） 

留意事項等 

・学校の主体的・自主的な取組を支援することを目的とする。 

・支援内容は、研究計画や単元・授業構想、学習指導案に係る指導・助言、研究授業や

授業研究に係る指導・助言、研究指定校への指導・助言など。 

・様式の提出は求めない。訪問に係る内容等は、各校の担当者と担当指導主事の協議の

上調整する。 

 

Ⅵ 初任者研修等学校訪問指導 

対 象 初任者研修対象者が勤務する学校 フォローアップ研修対象者が勤務する希望する学校 

回 数 
【初任者】１回以上 １回は「第Ⅲ回授業づくり研修」後に実施 

【フォローアップ研修対象者】学校の計画に基づく 

留意事項等 

・初任者研修対象者が勤務する学校は、第Ⅲ回「授業づくり研修」受講後１回実施する。 

・２回以上希望する学校は別紙④でその旨を伝える。 

・フォローアップ研修者が勤務する学校で希望する学校は別紙➃でその旨を伝える。 

・時間設定等は、各校の校内指導教員と担当指導主事と協議の上、決定する。 

・学習指導案を１週間前までに担当指導主事に送付する。 

 

Ⅶ 新任講師等学校訪問指導 

対 象 新任講師が勤務する学校 講師（経験年数を問わない）が勤務する希望する学校 

回 数 
【新任講師】1学期 1回 ２学期以降は必要に応じて 

【経験年数２年目以上の講師】学校の計画に基づく 

留意事項等 

・新任講師は、５月の「授業づくり研修」受講後実施する。 

・経験年数２年目以上の講師が勤務する学校で希望する学校は別紙➄でその旨を伝える。 

・時間設定等は、各校の管理職等と担当指導主事と協議の上、決定する。 

・学習指導案（本時の学習がわかる程度のもの）を３日前までに担当指導主事に送付す

る。 
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６ 訪問実施までの流れ 

【Ⅰ（計画）とⅢ（生徒指導）について】     【Ⅱ（特別支援）について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※２、３学期の調査は７月下旬～８月上旬、調整は８月下旬に行う。 

 

【Ⅳ（申請）とⅤ（継続）について】  【Ⅵ（初任研）について】     【Ⅶ（講師）について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月中旬希望調査 

・別紙①で希望調査 

・４月 21 日（金）〆切 

４月中旬から５月上旬調整 

・教育事務所、各町村教育

委員会、各校と協議 

５月上旬決定通知  

・教育事務所から各校へ 

・教育事務所から 

町村教育委員会へ 

４月中旬希望調査 

・別紙②で希望調査 

・４月 21 日（金）〆切 

４月中旬から５月上旬調整 

・教育事務所、各町村教育

委員会、各校と協議 

５月上旬決定通知  

・教育事務所から各校へ 

・教育事務所から 

町村教育委員会へ 

 

５月下旬開始 ５月中旬開始 

６月上旬開始 

４月中旬希望調査 

・別紙④で希望調査 

・４月 21 日（金）〆切 

４月中旬希望調査 

・別紙③で希望調査 

・５月８日（月）〆切 

５月中旬から５月下旬調整 

・教育事務所、各町村教育

委員会、各校と協議 

５月下旬決定通知  

・教育事務所から各校へ 

・教育事務所から 

町村教育委員会へ 

 

４月下旬から５月上旬調整 

・教育センター、教育事務

所、各町村教育委員会、

各校と協議 

５月中旬決定通知  

・教育事務所から各校へ 

・教育事務所から 

町村教育委員会へ 

 

５月下旬開始 

４月中旬希望調査 

・別紙➄で希望調査 

・５月８日（月）〆切 

５月中旬から５月下旬調整 

・教育事務所、各町村教育

委員会、各校と協議 

５月下旬決定通知  

・教育事務所から各校へ 

・教育事務所から 

町村教育委員会へ 

 

５月下旬開始 
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７ 指導主事の担当等 

 

指導主事 

（企画幹） 
永島 好喜 学校運営 理科 等 

指導主事 

（企画幹） 
吉山 明利 

国語 社会 理科 体育 総合的な学習の時間 健康教育  

人権・同和教育 道徳教育 経験者研修 等 （主に中学校担当） 

指導主事 宇野 陽子 
算数・数学 音楽 図画工作・美術 外国語 へき地・複式教育 

学校図書館教育 初任者研修 等 （主に小学校担当） 

指導主事 加多 弥生 特別支援教育 等 

指導主事 新谷慎太郎 生徒指導 算数・数学 キャリア教育 特別活動 等 

派遣指導主事 増本 邦雄 算数・数学 学校教育全般  （隠岐の島町教育委員会） 

派遣指導主事 坂田 幸義 外国語 学校教育全般    （海士町教育委員会） 

派遣指導主事 塚本 潔 算数・数学 学校教育全般  （西ノ島町教育委員会） 

派遣指導主事 田村 雅史 体育 学校教育全般     （知夫村教育委員会） 

 

 

８ その他 

  〇平成 29 年度はすべての小学校を対象に新学習指導要領に関する説明等を行う。時期は２、３学期に

１回で、２、３学期のⅠ（計画）に兼ねてもよい。実施希望調査は２、３学期のⅠ（計画）に合わせ

て行う。内容は 90分程度の伝達等。 

  〇「平成 29 年度グローバル化に対応した外国語教育研修」の受講者が勤務するすべての小学校の校内

研修日に訪問指導を行う。実施日等は各校の担当者と担当指導主事が協議の上、決定する。 


